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第 4 次小金井市基本構想（素案）前半についての意見 

 

平成 21年 10 月 4日  

玉山京子 

 

１．基本構想の目的と策定意義・役割 

（１）基本構想の目的と策定意義 

  資料５１の 6行目の、（※）の中についてです。 

 なにか、この 10年、もしくは 5年などで、小金井に成果がなかったのか考え

ました。 

ハード面は、細かな整備などされているとは思いますが、代表的なものはや

はり駅周辺の整備だと思います。 

 ではハード面以外ではどうか、と考えると、市民の意識の向上はめざましい

と感じています。漠然としていますが、市政へというか、暮らしへというか、

市民の参加意識はとても向上したのではないでしょうか。 

例として、市民参加で先進的な条例がいくつも作られています。 

・市民参加条例 

・まちづくり条例 

・環境基本条例 

・地下水および湧水を保全する条例（議員提案） 

・芸術文化基本条例 

・男女平等基本条例 

・子どもの権利に関する条例 

 

これらの条例は市民が主導して制定されたもので、ほかの自治体では見られ

ないような数ではないかと思います。条例ができたからといって、すべて解決

というわけではないので、その辺は将来の課題だと思ってはいますが。この背

景には、小金井市が市民参加の伝統を維持し育ててきたことと、市議会が市民

に開かれていて議会でものごとが決まるという当たり前のことが、小金井市議

会ではきちんと行われているというあかしのようで、私はとても評価に値する

と感じています。市民参加条例に常設型市民投票条項が追加されたのも、その

ような背景ではないかと思っています。 

 

1 点だけで恐縮ですが、以上です。 

  

資料５７ 



起草委員会資料３ 

第４次基本構想（素案）前半の構成について 

（三橋委員） 

第４次基本構想（素案）前半 修正案（⋆） 

１ 策定の意義と役割 

目的→市市市市のののの将来像将来像将来像将来像をををを定定定定めめめめ、、、、実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて目標目標目標目標をををを設設設設

定定定定しししし、、、、今後今後今後今後のののの施策施策施策施策のののの体系体系体系体系をををを明明明明らかにするためらかにするためらかにするためらかにするために策

定 

 

市の現状と社会経済環境の変化（略） 

 

このような（社会経済環境の）変化変化変化変化にににに迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ適適適適

切切切切にににに対応対応対応対応するするするするとともに、市民市民市民市民ニーズニーズニーズニーズをををを的確的確的確的確にとらにとらにとらにとら

ええええ、、、、まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ計画的計画的計画的計画的にににに推進推進推進推進するためするためするためするため

に策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役割（略） 

 

 

 

２ 社会全体の潮流と小金井市を取り巻く環境 

 ○少子高齢化の進行／人口減少時代の到来 A 

 ○地方分権の進展 E 

 ○市民ニーズの多様化 C 

 ○ボランティア・市民活動の活発化 C 

 ○経済状況の変化 B 

 ○情報化の進展 

 ○地球規模の環境問題の深刻化 D 

 ○安全・安心への期待 

 

 

 

 

 

１ 基本構想の目的と策定意義と役割 

目的→憲法で保障された地方自治の本旨（＊？）

にのっとり、「「「「しあわせでありたいしあわせでありたいしあわせでありたいしあわせでありたい」」」」といったといったといったといった市民市民市民市民のののの

福祉福祉福祉福祉をををを増進増進増進増進することをすることをすることをすることを目的目的目的目的（＊）（＊）（＊）（＊）に策定 

 

市の現状と社会経済環境の変化（略） 

 

意義→このような（社会経済環境の）機会と脅威

が混在する環境変化に最適に対応して、「「「「しあわしあわしあわしあわ

せでありたいせでありたいせでありたいせでありたい」」」」といったといったといったといった市民市民市民市民のののの福祉増進福祉増進福祉増進福祉増進とととと市市市市のののの持続持続持続持続

的的的的なななな発展発展発展発展（＊）（＊）（＊）（＊）とを    

実現するには、（市の現状（課題と特徴）＊及

び）市民ニーズ（意向調査）を的確にとらえ、目

指すべき方向（将来像？＊）と基本的な考え方（？

＊）を共有し、地域独自資源を活用したまちづく

りを、協働して推進（基本姿勢？＊）することが

必要。 

（総合的・計画的、選択と集中による施策の推

進＊） 

 

役割 第 3 次から継承する理念とは「将来像」

のことでよいか 

 

 

２ 枠組（前提）→＊「枠組」か「考え方」？か？ 

（１）目標年次 

 ＊計画体系（目標）を追加するか？ 

（２）計画人口 

  ＊12万人でよいか。 

＊ピークは平成 35年でよいか 

（３）土地利用の現況 

  ＊「現況」か「方向」か 

（４）財政状況 

  →グラフで表現する 

  ＊「状況」か「計画（目標）」か 

  ＊備えるべき内容について 

   

 



３ 基本的な考え方 

（１）目標年次（略） 

（２）計画人口（略） 

（３）土地利用の方向（略） 

（４）財政状況 

 ・危機的状況から一定の改善 

 ・外部環境は厳しく計画的な行財政運営が必要 

 ・新新新新ごみごみごみごみ処理施設建設処理施設建設処理施設建設処理施設建設、、、、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり、、、、人口人口人口人口

減少減少減少減少やややや施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化へへへへ備備備備えるえるえるえる必要必要必要必要あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 社会潮流と市の現状（特徴と課題） 

（１）社会潮流（取り巻く環境） 

 ○少子高齢化 A 

 ○安定成長（成長戦略の転換）B 

 ○価値観の多様化（と市民活動の活発化）C 

 ○環境問題の深刻化 D 

 →地方分権の進展 E 

 （図を入れる） 

 

 

（２）市の現状（課題・特徴と第３次評価） 

 

①特徴（強み） 

 ○みどり豊かで閑静な（落ち着いた）住環境 D 

 ○便利な市内外へのアクセス B 

 ○活発な市民活動 C 

 ○元気な高齢者（と充実した教育環境）A 

 

②課題（弱み） 

 ○少子高齢化（子育て支援と高齢者福祉）A 

 ○都市基盤整備（駅周辺開発、道路等）B 

 ○みどりの保全と拡大・ごみ対策 D 

 ○市民との協働 C 

○行政サービスと行財政改革 E 

 

 [参考]市民意向調査 

○住み続けたい 

 →自然環境が良いD、都心への交通の便が良い B 

○移転したい 

 →公共・公益施設、行政ｻｰﾋﾞｽが充実していな 

  い E、買物が不便 B 

○重要度大・満足度高の施策 

→緑と水の保全の拡大D、水道水の安全供給D 

○重要度大・満足度低の施策 

 →道路安全性向上とﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 B、ごみの減量・再資源 

化 D、誰もが安心して子育てできる体制の整備 A、  

財政の健全化 E 

    

    

＊＊＊＊＊＊＊＊第第第第 3333 次次次次のののの評価評価評価評価＊＊＊＊＊＊＊＊    

 

 

 



（５）まちづくりの基本姿勢 

  ①市民生活の優先 

   

②計画的なまちづくり 

   

③市民自治による推進 

 

 

 

 

４ 小金井市の将来像 

（１）将来像 

みどりが育つ・子どもが育つ・笑顔が育

つ 小金井市 

 

  指標 「住み心地」 

     「住み続けたい」 

 

 

 

（２）将来像実現のための４つの柱 

①みどりあふれる快適で人にやさしいまち 

   （環境と都市基盤）D（、B） 

  ②ふれあいと活力のあるまち 

   （地域と経済）B（、C） 

  ③次世代の夢と希望をはぐくむまち 

   （文化と教育）A 

  ④誰もが安心してくらせる思いやりのまち 

   （福祉と健康）A 

 

  ⑤計画の推進 C、E 

４ まちづくりの基本姿勢 

（１）生活（者の視点）の優先 

   ＊市民をどう定義するか？ 

（２）市民との協働（協創・参加） 

   ＊協働の扱いについて（or「自治」） 

（３）計画的なまちづくり 

  ＊全体最適を志向したまちづくり 

  ＊地域の特徴を生かしたまちづくり 

 

 

５ 小金井市の将来像 

（１）将来像 

みどりがみどりがみどりがみどりが萌萌萌萌えるえるえるえる DDDD・・・・子子子子どもどもどもどもがががが育育育育つつつつ AAAA・・・・絆絆絆絆をををを結結結結

ぶぶぶぶ CCCC    小金井市小金井市小金井市小金井市    

 

（＊）目標（指標）→１つにするか 

「住み続けたい」を 4つの柱と連動す

るような別指標とするか 

 

 

６ 将来像実現のための４つの柱 

 ＊柱は素案の 4つでよいか 

  →行財政改革を追加するか？ 

    （手段か目標か？） 

  →「文化と教育」の表現 

  →他に追加・削除・修正等は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊重点施策の扱い（7つ→3つ） 

 ①みどりと水の保全・創出 D 

 ②ごみ問題・地球環境 D 

 ③駅周辺再開発 B 

 ④公共施設質的整備 E 

 ⑤歩いて暮らせる交通環境 B 

 ⑥活気ある商店街 B 

 ⑦子供の成長促進 A 

 

 

⋆修正案の具体的な表現及び内容については、暫定であり、今後さらに議論をしていきます。 
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小金井市協働推進基本指針      

    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

    近年、少子高齢社会の進展など社会経済構造が大きく変化する中、行政サービスに対する市

民のニーズも複雑・多様なものになってきています。これまで公共的なサービスは、多くが行

政に期待されてきましたが、高度化・専門化した地域課題・市民ニーズに対しては、行政だけ

では対応が困難になってきています。その結果、このような地域課題に自主的に取り組む市民

活動団体等の活動が活発化し、地域において重要な役割を果たすようになりました。 

 小金井市内には平成１９年９月末現在、ＮＰＯ法人は５６を数え、そのほかにも多くの市民

活動団体等が様々な分野で活動しています。これらの市民活動団体等は、社会の多様かつ広範

な課題を解決するために自主的な活動を行っており、公共サービスの新しい担い手として期待

されています。 

 このような状況に対応していくため、第３次小金井市基本構想後期基本計画（平成１８年度

から平成２２年度まで）の中では、市民参加の拡充施策として「協働のまちづくりの推進」を

掲げています。 

これからのまちづくりは、市と市民活動団体等が連携・協力していくことが必要となってい

ます。市と市民活動団体等が、互いを対等のパートナーとして認め合い、継続的な協働関係を

確保していくためにはルールが必要です。この指針では小金井市が市民活動団体等との協働を

推進していくための基本的な考え方をまとめました。 

この指針をもとに、市民が暮らしやすい「協働のまちづくり」を目指していきます。 

    

    

    

第第第第１１１１章章章章    協働協働協働協働がががが注目注目注目注目されるようになったされるようになったされるようになったされるようになった社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景    

 

⑴ 協働協働協働協働のののの社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景    

    

社会の様々な課題を主体的にとらえ、暮らしやまちを豊かにしようという市民活動が盛

んになってきており、その活動は保健や医療、福祉、まちづくり、環境など、あらゆる分

野に拡大しています。 

平成７年１月の阪神・淡路大震災がきっかけとなり、ボランティア活動や市民活動の社

会的意義が認知され、一層活発に行われるようになりました。 

また、平成１０年１２月に特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」という。）が施行

され、公益的活動を行う市民活動団体が比較的容易に法人格を得ることができるようにな

り、社会貢献活動を担う新たな事業主体として活動の場を広げました。    

さらに、平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、国と地方との関係が対等・協力

関係へと変化し、市として果たすべき役割が大きくなりました。 

それらの情勢の中で、市民ニーズが多様化する今日、よりきめ細やかな公益的なサービ

スを提供するためには、市と市民活動団体等との相互の連携・協力がより一層必要であり、

協働への期待が高まっています。 

 

⑵ 小金井市小金井市小金井市小金井市におけるにおけるにおけるにおける協働協働協働協働のののの背景背景背景背景    

    

平成１２年３月策定の「小金井市におけるＮＰＯに関する施策の基本方針」（以下「基

本方針」という。）は、ＮＰＯ法施行を受けて、市とＮＰＯとの効率的かつ効果的な関わ

り方やＮＰＯ活動に関する施策についての基本となるべき考え方を検討したものです。 

その後、市内でもＮＰＯ法人が増加し、平成１９年９月末現在では５６を数え、多岐に

資料５５ 
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わたる活動を展開している中で、暮らしやすいまちづくりのため、新たな協働が必要とさ

れています。 

基本方針の以前にも、本市ではその先駆として、市と市民活動団体等との連携・協力が

展開されてきました。まちづくり、環境保護、消費者問題等様々な市民活動が展開され、

その中で地域の問題を自分たちで学び、解決の道を探るという住民の機運も盛り上がり、

市との連携・協力も広がりました。 

これらの市と市民活動団体等との連携・協力の歴史の中で、平成１６年４月に小金井市

市民参加条例は施行されました。 

また、基本方針に基づき、平成１８年度から平成２２年度までの第３次小金井市基本構

想後期基本計画の中で「協働のまちづくり」を掲げています。 

そして現在でも、様々に連携・協力の場が展開されています。 

 

 

 

第第第第２２２２章章章章    協協協協働働働働のののの基本内容基本内容基本内容基本内容    

    

⑴ 協働協働協働協働のののの理念理念理念理念とととと目的目的目的目的    

    

市民が暮らしやすいまちづくりを進めるためには、市民の力が必要であり、政策立案・

実施段階における市民の参加と協力が不可欠です。    

市と市民活動団体等との連携・協力の広がりは、地域コミュニティを活性化し、社会を

安定させます。 

市と市民活動団体等は、それぞれの特性をいかし、対等な立場で共通の目標を持ち、新

しいまちづくりを進めていきます。 

 

⑵ 協働協働協働協働のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる活動活動活動活動    

 

・ 自主的に行う公益性のある活動 

・ 営利を目的としない活動 

・ 政治及び宗教活動を目的としない活動 

・ 公序良俗に反しない活動 

 

⑶ 協働協働協働協働のののの原則原則原則原則    

    

① 対等性対等性対等性対等性・・・・自主性自主性自主性自主性のののの尊重尊重尊重尊重    

市と市民活動団体等双方は、対等なパートナーの関係を保つよう心がけます。また、

市民活動団体等の活動の自主性を尊重します。 

 

② 相互理解相互理解相互理解相互理解  

市と市民活動団体等は、互いの理念や価値観を尊重し、行動原理の違いをよく理解し

ます。 

 

③ 役割分担役割分担役割分担役割分担・・・・責任責任責任責任のののの明確化明確化明確化明確化    

市と市民活動団体等は、共通する課題の解決に向け、役割分担を明確にした上で、責

任の所在を明らかにします。 

 

④ 目的目的目的目的・・・・目標目標目標目標のののの共有化共有化共有化共有化    

市と市民活動団体等は、何のために協働するのかという「目的」と、いつまでにどれ

だけの成果をあげるかという「目標」を明確にして、互いに共有するよう努めます。 
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⑷ 協働協働協働協働のののの形態形態形態形態 

    

市と市民活動団体等との連携・協力の形態は、従来からのものとしては、後援、共催、

委託、補助、実行委員会などがあります。しかし、この指針では、今後の形態については、

従来からのものに限定していません。 

今後協働を行うにあたり、どのような形態をとるとしても、協働の原則に従い、市と市

民活動団体等との間で、目的や役割分担などを明確にします。 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

第第第第３３３３章章章章    協働推進協働推進協働推進協働推進にむけたにむけたにむけたにむけた環境整備環境整備環境整備環境整備    

    

⑴⑴⑴⑴    情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化    

 

市と市民活動団体等との信頼･協力関係を築いていくには、市政に関する様々な情報を共

有することが不可欠です。 

市は、市政の情報を積極的かつ適時に公開し、協働しやすい環境づくりに努めます。   

また、市のホームページに協働推進コーナーを設けます。 

    

⑵⑵⑵⑵    協働意識協働意識協働意識協働意識のののの向上向上向上向上    

    

協働を円滑に進めるためには、市の職員と市民活動団体等双方が、協働に関する正しい

理解とその重要性を認識することが重要です。 

市と市民活動団体等は、互いの理念を理解し、交流を行い、協働の道を探ることが求め

られています。そのために、市は、「協働」をテーマにした市職員と市民の意見交換会や

職員研修を実施します。 

  

⑶⑶⑶⑶    協働協働協働協働のののの評価評価評価評価システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築    

    

協働事業の信頼性を高め、市と市民活動団体等の協働を推進し、事業実績を新たな協働

事業にいかしていくために、市は、市と市民活動団体等双方による評価システムを検討し

ます。 

    

⑷⑷⑷⑷    活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点のののの設置設置設置設置    

 

公益的市民活動が円滑に行えるように、市は、情報、相談、交流の場の提供など市民活

動をサポートするための活動拠点の設置に努めます。 

 

市民活動団体等の例 

ＮＰＯ等（ＮＰＯ法人、市民活動団体、ボランティア団体、自治会など） 

公益法人等（社団法人、財団法人、社会福祉法人、医療法人など） 

教育・研究機関 

企業 
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①①①①みどりあふれるみどりあふれるみどりあふれるみどりあふれる快適快適快適快適でででで人人人人にやさしいにやさしいにやさしいにやさしいまちまちまちまち（（（（環境環境環境環境とととと都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤））））    

    

＜現況と課題の概要＞ 

本市は、野川、玉川上水や、国分寺崖線、武蔵野公園、野川公園、小金井公園等、豊かなみど

りと水に恵まれており、市民とともにこれらの貴重な自然を守り育ててきました。生活環境にお

いては、大量生産・大量消費・大量廃棄といった社会経済システムを根本的に改め、身近な地域

からの徹底したごみ減量化、再資源化が強く求められています。さらに、本市の可燃ごみを処理

してきた二枚橋衛生組合が平成１９年３月末にすべての焼却炉の運転を停止したことに伴い、安

定的に可燃ごみを処理するため、新ごみ処理施設の整備が喫緊の課題となっています。また、地

球温暖化等、地球規模での環境問題が深刻化しています。 

 まちづくりにおいては、ＪＲ中央本線連続立体交差事業に併せて、駅周辺でのまちづくりと都

市計画道路等の整備を進めてきました。ＪＲ中央本線連続立体交差事業の完成は目前に近づいて

おり、武蔵小金井駅・東小金井駅周辺の市街地及びさらなる都市計画道路等の整備や、公共交通

機関の見直し等が課題となっています。また、耐震化・バリアフリー化等による快適で安全な住

環境づくり、下水道では耐用年数を迎える施設の更新に向けた取組が求められています。 

 

 

■ みどりと水 ■ 

本市の豊かなみどりと水を守るために、市民の自然を守る心を高め、市民参加による公園・緑

地づくり等、みどりをはぐくむしくみづくりを進めます。「はけ」や玉川上水等をはじめとする市

内のみどりの保全に取り組むとともに、公園・公共施設や道路等の緑化を進め、みどりのネット

ワークを形成します。 

また、地下水の涵養と湧水の回復のため雨水の貯留浸透に取り組むとともに、清流の復活・水

辺の創出を図ります。 

 

■ 地域環境衛生 ■ 

環境への負荷を最大限軽減し循環社会の形成を図るため、市民・事業者・行政が一体となり、

ごみ減量・再利用・再資源化の推進を図ります。 

 また、将来にわたり安定的な可燃ごみ処理を行うため、東京都及び関係団体と連携し国分寺市

との共同処理に向けて新ごみ処理施設の建設を推進するとともに、同施設が稼働するまでの間は、

多摩地域の多くの自治体並びに一部事務組合に処理をお願いしなければならないことから、引き

続き施設周辺にお住まいの皆さまや関係者のご理解をいただけるよう努めます。さらに、中間処

理場については、施設の老朽化に対応し循環型社会の形成に資する施設として整備を図ります。 

まちの美化については、ごみを捨てないという意識啓発や地域ぐるみの清掃活動、喫煙マナー

の向上等、市民の協力を得て清潔で美しいまちづくりを推進します。 

 

５５５５    施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱    

資料資料資料資料５６５６５６５６    
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■ 人と自然の共生 ■ 

地域から地球環境を保全する取組を進めるため、地球温暖化対策の計画的な推進やクリーンエ

ネルギーの導入促進等により、環境にやさしいしくみづくりを進め、地球環境への負荷の軽減を

図ります。 

また、近隣騒音等、都市型・生活型の環境問題については、市民、事業者、行政が一体となっ

て対策を講じるとともに、監視体制の充実を図ります。 

 

■ 市街地整備 ■ 

武蔵小金井駅周辺は、本市の玄関口にふさわしいまちとするため、引き続き、再開発等により、

商業・業務及び住宅との調和のとれた魅力ある文化性の高い市街地として整備します。 

東小金井駅周辺は、東部地区の中心として、土地区画整理事業等により、一部に商業、業務機

能を持たせた地区として整備します。 

新小金井駅周辺は、みどりあふれる武蔵野公園、野川公園の玄関口として、自然環境を活かし

た市街地づくりをめざします。 

ＪＲ中央本線連続立体交差事業完了後の高架下利用の推進を図ります。また、住民主体のまち

づくりを支援します。 

 

■ 住宅・住環境 ■ 

市民、事業者の参加・協力と、国・東京都との連携により、良質な住宅の供給を図るとともに、

耐震化、防災・安全施設の整備や施設のバリアフリー化により、周辺環境と調和のとれた快適で

安全な住環境の整備を図ります。 

平成２３年度末に東京都に完全に移管される上水道の緊急時の対応等に万全を期するとともに、

下水道については、耐震化・合流式下水道の改善・長寿命化対策等、維持管理の充実を図ります。 

 

■ 道路・河川 ■ 

ＪＲ中央本線の関連側道、南北交差道路及び都市計画道路の整備、生活道路の安全性向上を進

めるとともに、道路の電線類地中化及びバリアフリー化を推進し、人にやさしい交通環境の整備

を図ります。また、駅前広場の整備、バス輸送の見直し、自転車駐車場の整備等により、円滑な

交通環境の整備を促進します。 

野川・仙川については、より一層の治水対策とともに、市民が憩う親水の場としての整備を東

京都に要望します。また、用水路は、地域の状況にあわせて、清流復活や遊歩道化等を行います。 



 3 

②②②②ふれあいふれあいふれあいふれあいとととと活力活力活力活力のあるのあるのあるのあるまちまちまちまち（（（（地域地域地域地域とととと経済経済経済経済））））    

 

＜現況と課題の概要＞ 

 本市では、ＮＰＯ等の市民活動は活発化していますが、核家族化による地域交流の希薄化等に

より、町会・自治会の加入者の減少等、地域とのつながりが薄い市民も多くなっています。また、

身近な犯罪の増加等により、地域の安全・安心に対する期待が高まっています。 

 地域経済では、多摩 26 市平均と比較すると小売業・工業ともに事業所数が少ないのが現状であ

り、本市の特性にあった創造的産業の育成や市民ニーズに合った商業の振興や住環境と調和した

工業の振興が課題となっています。農業についても、農家数・経営耕地面積等が減少しています。

また、産地偽装問題等による消費生活における安全・安心が求められているとともに、経済の先

行き不透明化等により雇用不安が高まっています。 

 

 

■ コミュニティネットワーク ■ 

ＮＰＯ等の市民活動の拠点として（仮称）協働支援センター等を整備し、市民の自主的な活動

を支援するとともに、大学・企業・団体等の地域活動を促進し、協働のまちづくりを進めます。 

また、コミュニティポータルサイト等により、地域での生活・活動に関する情報を総合的に提

供する場の整備を促進し、地域連携のための地域情報ネットワークの推進を図ります。 

 

■ 地域安全 ■ 

計画的な防災、国民保護の推進とともに、さまざまな状況に対応できる危機管理体制を強化し

ます。防災については、市民の防災意識の向上、自主防災組織等の防災体制の強化を図り、防災

コミュニティづくりを進めるとともに、防災機能の強化のため、消防団の設備・装備及び災害対

策物資・設備の充実を図り、防災活動の拠点となる防災センターを庁舎の建設と併せて整備しま

す。 

防犯については、市民の防犯意識向上を図るとともに、地域での見守り活動等を推進し、地域

ぐるみの防犯対策を推進します。 

 

■ 創造的産業 ■ 

大学連携型起業家育成支援施設の活用等による産業振興を計画的に推進し、ベンチャー・ＳＯ

ＨＯの支援や産業振興のための産業基盤を整備して、研究開発型の産業、情報・環境・福祉・健

康等の成長産業、地域資源を活かしたコミュニティビジネスの育成・誘致を図ります。また、商

工農業の情報交流・ネットワークの充実を図ります。 

 

■ 商業 ■ 

商業振興を計画的に推進し、駅周辺や商店街の環境整備を図るとともに、市民ニーズを把握し

て、新たな出店・サービスを拡充して、地域を支え、地域に支えられる魅力ある商業・商店街づ

くりを進めます。 
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また、地域の魅力を発信し、魅力あるイベントを進め、地域資源を活かした観光を推進します。 

 

■ 工業 ■ 

小規模な工場が住宅地に混在している状況を踏まえ、住環境との調和に配慮しつつ、大学連携

型起業家育成支援施設を拠点とした産学官連携の取組等により、経営及び高度技術化を支援し、

地域産業のＰＲや地域との交流推進を図ります。 

 

■ 農業 ■ 

農地を保全するとともに、市民やＮＰＯ団体等と協力しながら担い手の育成や、認定農業者制

度を推進する等、農業経営の安定化を図ります。また、農業情報発信拠点を整備し、江戸東京野

菜等地元産農作物の産業化に努め、地場産品の流通を促進します。 

さらに、営農者や農業団体・市民の協力により、食育の支援やふれあい農業の充実を図ります。 

 

■ 消費者生活・勤労者の福祉 ■ 

安全・安心な消費者生活を支援するため、市民の消費生活意識の向上と正しい知識及び情報の

普及を進めるとともに、関係団体との連携により、相談事業の充実を図ります。 

勤労者福祉については、市内は中小零細企業が多いため、勤労者福祉サービスセンターを通じ

て、福利厚生対策の充実と労働環境の向上を図ります。 

 

■ 雇用 ■ 

創造的産業の育成・誘致や地域で暮らす上で不可欠な生活サポート産業の充実を図ることによ

り、雇用機会の促進・拡大に努めます。 

また、就業の面と生きがい対策といった面から、高齢者の能力や経験を活用できる雇用の機会

の確保を図るとともに、障害のある人の雇用を促進し、社会参加と自立を支援していきます。 
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③③③③次世代次世代次世代次世代のののの夢夢夢夢とととと希望希望希望希望をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむまちまちまちまち（（（（文化文化文化文化とととと教育教育教育教育））））    

 

＜現況と課題の概要＞ 

市民文化については、芸術文化振興条例の制定、はけの森美術館の整備等を行うとともに、市

民交流の場・芸術文化ホールである（仮称）市民交流センターの整備が進められています。人権・

平和・男女共同参画では、非核平和都市宣言・男女平等都市宣言を行い、平和講演会やこがねい

パレット等の取組を続けてきました。 

生涯学習の分野では、築 40 年近い本館をはじめとする図書館は、読書や学習スペースを求める

市民ニーズに対して、物理的に対応できていない状況が見受けられ、早急な対策が求められてい

ます。公民館・スポーツ施設についても、施設の整備が必要です。幼児教育では家庭での教育へ

の支援等が求められています。学校教育は、家庭・学校・地域の連携と努力により、都内でもト

ップレベルの学力を誇っている一方、機材や設備の充実、校舎の老朽化への備え、学校と地域の

さらなる連携が課題となっています。 

 

 

■ 文化・芸術 ■ 

市民協働により、個性豊かな市民文化の創造、芸術文化活動の推進、歴史的文化の保全と継承

等、総合的な文化振興を推進するとともに、（仮称）市民交流センターやはけの森美術館の文化施

設を効率的に運営し、芸術文化事業を積極的に推進します。 

また、都市間交流や、多文化共生社会の実現に向け、地域に居住する外国籍市民との交流を促

進します。 

 

■ 人権・平和・男女共同参画 ■ 

誰もが尊重され平和に暮らせる社会を目指して、人権の尊重、平和に対する意識啓発の充実を

図るとともに、男女がともに自立し、性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会の形成に

向けて、家族、学校、職場、地域等あらゆる場を通して男女共同参画を進めます。 

また、女性の就業機会拡大のための環境整備を図るとともに、生涯を通じた男女の心身の健康

支援の充実を図ります。 

 

■ 生涯学習 ■ 

生涯学習の計画的な推進により、大規模な図書館中央館、公民館及び（仮称）貫井北町地域セ

ンターの整備等、活動の場の充実を図るとともに、人間性豊かな学びあいの地域づくりを目指し

て、生涯学習活動に対する支援、情報提供やネットワークの整備を図り、市民協働により、生涯

学習活動を推進します。 

 

■ スポーツ・レクリエーション ■ 

市民の多様なニーズに応えるスポーツ・レクリエーション活動を支援していくため、団体・組

織の育成、各種スポーツ行事・教室の開催等により、スポーツ・レクリエーション活動の振興を



 6 

推進します。 

また、平成２５年の東京国体に伴うスポーツ・レクリエーション施設の整備や学校体育施設の

活用、地域や近隣市との連携を通して、施設の活用を図ります。 

 

■ 幼児教育 ■ 

 重要な役割を担う家庭での幼児教育を支援するため、親と子のための講座や親に対する相談事

業を充実するとともに、図書館等における親子の学習機会の拡大を図ります。 

 また、幼稚園の安定的存続のために運営面・管理面での助成を行うとともに、幼稚園児の保護

者負担軽減のため、補助制度を継続し、国や東京都へ現行制度の拡充を要請します。 

 

■ 学校教育 ■ 

学校教育の計画的推進により、児童・生徒一人ひとりが夢を持っていきいきと学習できるよう、

時代に即した教育内容、特別支援教育、児童生徒及び教員の心と体のケア、教職員の研修・研究

の充実を図ります。 

 また、地域社会に開かれた学校の実現を目指すとともに、校庭の芝生化等、教育施設・教材等

の整備・充実を図り、学習環境のさらなる整備・充実を進めます。 
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④④④④誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してくらせるしてくらせるしてくらせるしてくらせる思思思思いやりのあるまちいやりのあるまちいやりのあるまちいやりのあるまち（（（（福祉福祉福祉福祉とととと健康健康健康健康））））    

 

＜現況と課題の概要＞ 

本市では、地域包括支援センターの充実等、介護保険事業の充実を進めてきましたが、高齢者

数は過去20年間で倍増しており、高齢者の生きがいづくり、今後も安心してくらせる環境づくり

が課題となっています。子育てについては、15歳未満の年少人口比率は他の自治体と比べても低

下が進行しており、待機児童の増加や生活の多様化等に対する保育サービス等の子育て子育ち支

援の充実が必要となっています。 

また、ノーマライゼーションの推進による高齢者・障害のある人も安心してくらせるバリアフ

リーなまちづくりや、低所得者・ひとり親家庭福祉の充実、生活習慣病の予防や食育等による健

康づくりの推進が求められています。 

 

 

■ 高齢者福祉 ■ 

元気な高齢者が社会に積極的に参加できるよう、活躍の場の拡充や世代間交流の促進を図ると

ともに、高齢者の安心・生活支援のため、身近な場所での相談体制やかかわりの必要な高齢者へ

の支援体制の充実、関係諸機関とのネットワークの整備を推進します。 

また、高齢者ができる限り元気に暮らせるよう、高齢者自身の参加による「小金井さくら体操」

等の健康づくりや地域で支える仕組みづくりを進めるとともに、支援や介護が必要となった高齢

者には、状況に応じた適切なサービスを提供できるよう、社会全体で支える体制を整えるととも

に、介護保険事業の充実を図ります。 

 

■ 子ども家庭福祉 ■ 

子どもの健やかな成長のために、子どもの権利が守られ、子どもがさまざまな体験と仲間づく

りができるよう支援するとともに、保育サービス、相談体制・情報提供等の充実を図り、誰もが

安心して、子育てができるよう、子育て家庭の支援を進めます。 

また、地域の連携と見守り等により、子どもや子育て家庭の安全で安心な環境づくりを推進し

ます。 

 

■ 障害者福祉 ■ 

障害のある人が尊厳を持ち、安心して、希望を持って社会生活が営めるよう、ノーマライゼー

ションの推進を図るとともに、くらしの保障・支援、教育・保育や障害福祉サービス等の充実に

より、日常生活を支援します。 

また、障害の早期発見と療育ができる体制整備や発達支援等の相談機能の充実を図ります。 

 

■ 低所得者・ひとり親家庭福祉 ■ 

全ての市民が健康で文化的な生活を送ることができるよう、生活困窮者を保護して適切な支援

を行うとともに、就労等の自立の支援を進め、福祉の向上を図ります。 
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ひとり親家庭については、経済的自立と安定した生活を営めるよう、実情に応じた支援を充実

します。 

 

■ 健康・医療 ■ 

市民自らが健康の保持と増進を図れるよう、健康教育や食育、健康相談等を充実するとともに、

健康診査や予防接種等により、疾病の早期発見と予防に努めます。 

また、医療機関との連携と協力体制のもと、地域医療体制の充実やかかりつけ医の普及を進め

るとともに、福祉との連携を図り、だれもが安心してくらせるよう、医療保障制度の拡充に努め

ます。 
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 この基本構想は、本市の将来像である「みどりが育つ・子どもが育つ・笑顔が育つ 小金

井市」を実現して、小金井市のさらなる発展をめざすものです。将来像に向けて、４つの柱

を推進するために、市民参加・市民協働、行政経営、計画的行政の推進、財政・財務の健全

化を図ることが必要です。 

    

＜現況と課題の概要＞ 

本市における選挙の投票率は都内・多摩平均と比較し高い傾向にあり、情報公開制度の利用や

審議会等の公募委員への応募も増加しており、市ホームページには平成２０年度で年間約２９０

万件のアクセスがありました。このように小金井市は市民力が高く、潜在能力が高い市であり、

今後の市政発展においては、市民との協働が大きなテーマとなり、職員の意識改革から市政運営

の改革までが行政経営に求められています。 

財政状況では、平成７・８年度に経常収支比率が全国ワースト１位になる等、危機的な状況に

ありましたが、行財政改革の推進等により一定の改善が図られました。しかし、経常収支比率等

の財政指標はさらなる改善が必要であることに加え、さらに経済の先行きは不透明であり、少子

高齢化に伴う税収減・行政需要の増加に伴う財政負担の増加に備える必要がある等、計画的行政

を推進するとともに、財政・財務のさらなる健全化や効率化が必要です。 

 

 

■ 市民参加・市民協働 ■ 

 市民意向調査・広聴活動の充実等による市民ニーズの的確な把握を市政運営の起点とするとと

もに、広報活動の充実や情報公開の推進と個人情報の適正な運用により、わかりやすい情報発信

と堅実な情報管理を進めていきます。 

 また、市民参加条例に基づき、より多くの市民の参加が得られるよう、多様な市民参加を推進

し、（仮称）市民協働支援センターの活用等により市民協働を支える体制を整備し、市内団体・Ｎ

ＰＯ・企業・大学等との協働を推進します。 

 

■ 行政経営 ■ 

市民協働と効果的効率的な市政運営を進められる人材の育成・活用と行政組織の活性化を図る

とともに、地域の力を活かした市政運営を目指して公民連携と行政評価の拡充等により、行政全

体として最も効率的に効果を上げられる、自律した行政経営の確立を推進し、市民サービスの向

上に努めます。 

 

■ 計画的行政 ■ 

計画的施設整備の推進及び行政サービスの中枢となる庁舎の建設を計画的に推進します。 

この基本構想に基づいた総合的かつ計画的な市政運営を推進するため、施策の具体化とその実

現方法を明らかにする「基本計画」、その事業と財政の裏付けを明らかにする「実施計画」を策定

６６６６    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    
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するとともに、分野毎・課題毎の計画を体系的・総合的に策定します。また、施策のマネジメン

トを確立して、行政経営のマネジメントサイクル（PDCAサイクル）による、最も効率的に目標

を達成できる体制を構築します。 

 

■ 財政・財務 ■ 

 不透明な経済状況にあっても持続可能な財政基盤を確立し、財政・財務のさらなる健全化・

効率化を図るために、長期的展望に立った計画的かつ効果的、効率的な財政運営を推進し、

都市基盤整備などさまざまな施策による税収構造の改善等、自主財源の拡充に努め、地方分

権の推進と地方税財政制度の改善を国や東京都に働きかけていきます。 

 さらに、企業会計手法の活用や分かりやすい財政・財務情報の提供に努め、人件費等の経

常経費の削減や受益者負担の明確化・適正化を図るとともに、財源の的確な配分と効果的、

効率的な執行に努めます。 


